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株式会社プラグマ・社会保険労務士法人プラグマ・中井啓之税理士事務所

一人ひとりにファンがいる会社。
常によりそう。共によろこぶ。

いつもプラグマレターを読んでいただき、ありがとうございます。
12 月のカレンダー、トピックスをご案内いたします。

プラグマレター
2022 年
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給与・社会保険
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会計・税務

助成金申請サポート　＼連載創刊号／

12/12
（月）

11 月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の　
納付期限

1/4
（水）

10月決算法人の確定申告の期限
＜法人税・消費税（地方消費税含む）・法人事業税・
法人事業所税・法人住民税＞
4月決算法人の中間申告の期限
＜法人税・消費税（地方消費税含む）・法人事業税・
法人住民税＞（半期分）

12 月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の
納付期限

固定資産税（都市計画税）の第 3期分の納付
（東京 23 区の場合のみ）

2023 年

1/10
（火）
1/20
（金）

納期の特例を受けた源泉所得税（7月～ 12 月）
の納付期限

12/28
（水）

1/31
（火）

法定調書合計表・償却資産申告書の提出期限
給与支払報告書の提出期限

◆プラグマでは『年末調整業務』
　をお手伝いしています。
　〇従業員が提出した年末調整書類のチェック
　〇源泉徴収票の作成
　〇各市区町村へ送付する「給与支払報告書」
　　「総括表」の作成および発送作業など・・・

　一連の業務をお受けしておりますので、
　どうぞご相談ください。

プラグマの給与計算無料サービスをご利用ください。専用の質問表を使用し、現在のお客さまの
給与計算業務に労務リスクがないかを社会保険労務士が無料で診断いたします。

上記以外にもプラグマスタッフがひとつひとつ丁寧にヒアリングさせていただき、現状について診断いたします。

助成金について

お困りのことは

ないでしょうか？

助成金申請サポートで

プラグマの社会保険労務士が専門スタッフとして、お客さまの

助成金申請をお手伝いいたします。

助成金に関するお悩みをプラグマが提供する

解決いたします

 
助成金は国や自治体が定める一定の要件を満たす事業主に支給される資金です。 
金融機関からの融資とは異なり 「返済不要」 ですが、 申請しなければ支給はされません。 
自社で利用できる助成金があるのかわからないといった貴社のお悩みを伺い、 助成金の検討から受給まで、
ご安心いただけるようサポートさせていただきます。 

● 助成金のご紹介（記載の金額は 2022 年度のものです）

正社員化コースは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣社員等の非正規社員を正規社員に

する事業主に支給される助成金です。一人当たり 57 万円（中小企業の場合）が支給され、

いくつかの加算措置もあります。

キャリアアップ助成金（正社員化コース）

キャリアアップ助成金の給付条件

① 制度の規則化

正規雇用労働者に転換する制度を

就業規則などに規定していること。

② 賃金アップ

転換後 6か月間の賃金を、転換前

6か月間の賃金より 3％以上増額

させていること。

③ キャリアアップ計画

正規雇用労働者に転換する前日までに

「キャリアアップ計画※」を作成・提出

していること。

※キャリアアップ計画は、労働者のキャリア

　アップに向けた取り組みを計画的に進める

　ための、今後の大まかなイメージを記載した

　計画です。

年間 10 万人

以上が利用！

プラグマでサポート実績のある助成金より、 「キャリアアップ助成金」 をご紹介いたします。
契約社員等の正社員登用（転換）をお考えのお客さまは、ぜひご検討ください。


